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認
知
症
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
な
ど
の

理
由
で
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方
は
、
不
動

産
や
預
貯
金
な
ど
の
財
産
管
理
や
、
介
護
な

ど
の
サ
ー
ビ
ス
や
施
設
へ
の
入
所
に
関
す
る

契
約
な
ど
を
、
自
分
で
行
う
こ
と
が
難
し
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

成
年
後
見
制
度

成
年
後
見
制
度  

無
料
相
談
会
を
実
施
し
ま
す

無
料
相
談
会
を
実
施
し
ま
す

　
　
　

介
護
健
康
課　

内
線
２
３
５

１
階　
　

番
窓
口

●２

　

Ｄ
Ｖ
、
セ
ク
ハ
ラ
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
と

い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権
問
題
に
つ
い

て
、強
化
週
間
を
設
け
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。 

　

相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時   

11
月
12
日
（
金
）
〜
18
日
（
木
）

　
　
　
　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

た
だ
し
、
11
月
13
日
（
土
）・
14
日
（
日
）
は
、

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

※
強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　

平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▼
相
談
専
用
電
話(

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン)

　
　
　
　

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
８
１
０

▼
問
い
合
わ
せ　

名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

　
　
　
　

☎
０
５
２
（
９
５
２
）
８
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
内
線
１
４
５
０
）

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
の
実
施

ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
の
実
施

　
　
　
　
　

住
民
課　

内
線
２
４
９

１
階　
　

番
窓
口
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こ
の
よ
う
に
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方
を

保
護
し
、
支
援
す
る
制
度
が
「
成
年
後
見
制

度
」
で
す
。

▼
日
時　

11
月
18
日
（
木
）

　
　
　
　

午
後
１
時
〜
３
時

▼
場
所　

老
人
憩
の
家

▼
相
談
員　
（
社
）
コ
ス
モ
ス
成
年
後
見
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー　

愛
知
県
支
部　

コ
ス
モ

ス
あ
い
ち

▼
申
込
み　

介
護
健
康
課
も
し
く
は

　
　
　
　
　

老
人
憩
の
家
（
☎
93
‐
５
５
８
８
）

※
予
約
制
で
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
事

　

前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

愛
知
県
内
の
事
業
所
で
働
く
す
べ
て
の
常

用
・
臨
時
・
パ
ー
ト
な
ど
の
労
働
者
に
適
用

さ
れ
る
「
愛
知
県
最
低
賃
金
」
は
、
令
和
３

年
10
月
１
日
か
ら
「
時
間
額
９
５
５
円
」
に

改
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

日
給
制
、
月
給
制
の
労
働
者
の
場
合
は
、

時
間
当
た
り
の
金
額
に
換
算
し
て
最
低
賃
金

の
時
間
額
９
５
５
円
と
比
較
し
ま
す
。

　

ま
た
、
実
際
に
支
払
わ
れ
て
い
る
賃
金
か

ら
次
の
も
の
を
除
外
し
た
賃
金
額
が
最
低
賃

金
額
以
上
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

①
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
（
結
婚
手
当
等
）

②
１
ヶ
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
払
わ
れ

　

る
賃
金
（
賞
与
等
）

「
愛
知
県
最
低
賃
金
」
が

「
愛
知
県
最
低
賃
金
」
が

改
定
さ
れ
ま
し
た

改
定
さ
れ
ま
し
た

　
　
　

産
業
環
境
課　

内
線
２
７
３

１
階　
　

番
窓
口

●６

③
時
間
外
労
働
、
休
日
労
働
に
対
す
る
賃
金

④
深
夜
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金

⑤
精
皆
勤
手
当
、
通
勤
手
当
お
よ
び
家
族
手
当

　

な
お
、
こ
の
他
、
特
定
の
産
業
で
働
く
労

働
者
に
つ
い
て
は
、
愛
知
県
最
低
賃
金
よ
り

も
金
額
の
高
い
特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金

が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

•
江
南
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
（
54
）
２
４
４
３

•
愛
知
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
課

　

☎
０
５
２
（
９
７
２
）
０
２
５
７

た
ん
ぽ
ぽ
相
談
の
ご
案
内

た
ん
ぽ
ぽ
相
談
の
ご
案
内

〜
お
子
さ
ん
の
養
育
で
悩
ま
れ
て
い
る

　
　
　

 　
　
　
　
　

保
護
者
の
皆
さ
ん
へ
〜

　
「
聞
く
」「
話
す
」「
読
む
」「
書
く
」「
計

算
す
る
」「
注
意
集
中
困
難
」「
多
動
性
」「
衝

動
性
」「
対
人
関
係
」
な
ど
に
お
い
て
、
お

子
さ
ん
の
発
達
が
気
に
な
る
保
護
者
の
方
や

障
害
の
あ
る
お
子
さ
ん
の
養
育
で
不
安
の
あ

る
保
護
者
の
方
に
は
、
本
校
の
た
ん
ぽ
ぽ
相

談
（
教
育
相
談
）
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

た
ん
ぽ
ぽ
相
談
で
は
、
保
護
者
の
皆
さ
ん
が

抱
え
て
い
る
疑
問
や
不
安
・
悩
み
に
つ
い
て

一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

　

日
時
な
ど
の
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た

ん
ぽ
ぽ
相
談
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
た
ん
ぽ
ぽ
相
談
】

　

相
談
費
用
は
無
料
で
す
。
相
談
内
容
に
つ

い
て
は
、
秘
密
を
厳
守
し
ま
す
。

　

事
前
に
電
話
で
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

　

県
立
一
宮
東
特
別
支
援
学
校

　
　

た
ん
ぽ
ぽ
相
談
係

　
　

一
宮
市
丹
羽
字
中
山
１
１
５
１
番
地
１

　
　

  

☎
０
５
８
６
（
51
）
５
３
１
１

▼
予
約
受
付
時
間

　
　

月
〜
金
曜
日
（
祝
日
は
除
く
）

　
　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

▼
相
談
時
間　

　
　

火
・
金
曜
日

　
　
　
（
祝
日
は
除
く
）

　
　

午
後
１
時
〜
４
時

　
　
　

学
校
教
育
課　

内
線
３
４
３

２
階　
　

番
窓
口
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従
業
者
数
50
人
未
満
の
事
業
者
や
そ
の
事

業
場
で
働
く
人
を
対
象
と
し
て
、
産
業
医
等

に
よ
る
健
康
相
談
を
行
い
ま
す
。
相
談
は
無

料
で
、相
談
内
容
や
指
導
内
容
に
つ
い
て
は
、

秘
密
を
厳
守
し
ま
す
。

▼
日
時　
12
月
３
日
（
金
）
午
後
２
時
〜
４
時

　
　
　
　

 （
受
付
終
了
は
、
午
後
３
時
30
分
）

▼
会
場　

尾
北
医
師
会
館
内
相
談
室

　

    （
大
口
町
下
小
口
６
丁
目
１
２
２
‐
２
）

▼
担
当
医
師　

佐さ

の野　

幹か
ん

　
　
　
　
　
　
（
さ
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
）

▼
主
な
診
療
科　

内
科
・
循
環
器
内
科

▼
申
込
み　

尾
北
医
師
会 

☎
（
95
）
７
０
２
０

　
　
　
　
　

※
当
日
申
込
み
可

健
康
相
談
窓
口
の
開
設

健
康
相
談
窓
口
の
開
設

　
　
　

産
業
環
境
課　

内
線
２
７
３

１
階　
　

番
窓
口

●６

裁
判
員
制
度

裁
判
員
制
度

〜
ま
も
な
く
名
簿
記
載
通
知
を
発
送
し
ま
す

〜
ま
も
な
く
名
簿
記
載
通
知
を
発
送
し
ま
す

　

裁
判
員
候
補
者
名
簿
は
、
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員

会
が
選
挙
人
名
簿
か
ら
く
じ
で
無
作
為
抽
出
し
た
名
簿
を

も
と
に
全
国
の
地
方
裁
判
所
で
作
成
し
ま
す
。
令
和
４
年

の
裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
今
月
中

旬
に
、
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の
通
知
（
名
簿
記
載
通

知
）
を
お
送
り
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
来
年
２
月
頃
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を

事
前
に
お
伝
え
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ

具
体
的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば
れ
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す
ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
名
簿
記
載
通
知
と
併
せ
て
調
査
票
を
お
送
り
し

ま
す
。
こ
の
調
査
票
は
、
裁
判
員
候
補
者
の
方
の
事
情
を

早
期
に
把
握
し
、
調
査
票
の
ご
回
答
の
内
容
に
よ
り
、
１

年
を
通
じ
て
辞
退
が
認
め
ら
れ
る
場
合
等
に
は
裁
判
所
に

お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
、
裁
判
員
候

補
者
の
方
々
の
ご
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

お
尋
ね
す
る
項
目
に
当
て
は
ま
ら
な
い
方
は
、
返
送
し
て

い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
調
査
票
で
辞
退
を

申
し
出
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
実
際
の
事
件
の
裁
判
員
候

補
者
に
選
ば
れ
た
後
に
辞
退
を
申
し
出
て
い
た
だ
く
こ
と

も
可
能
で
す
。

　

裁
判
員
裁
判
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
裁
判
員
候

補
者
の
皆
さ
ん
に
安
心
し
て
参
加
い
た
だ
け
る
よ
う
、
各

地
方
裁
判
所
に
お
い
て
「
三
つ
の
密
」
を
避
け
る
な
ど
の

様
々
な
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
行
っ
て
い

ま
す
。
皆
さ
ん
の
積
極
的
な
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
裁
判
員
制
度
の
詳
し
い
情
報
は
こ
ち
ら　

裁
判
員
制
度

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト　

https://w
w
w.saibanin.courts.go.jp/

▼
問
い
合
わ
せ　

名
古
屋
地
方
裁
判
所
裁
判
員
係

　
　
　
　
　
　
　

☎
０
５
２
（
２
０
３
）
８
９
１
６

　
　

総
務
課　

内
線
２
１
５

　
　
　
　
　
　

２
階　
　

番
窓
口

●10

　「人生会議」とは、あなたが望む将来の医療やケア、大切にし
てほしいことをあらかじめ考え、ご家族や信頼できるご友人、医
療者や介護職など、周囲の人々と話し合っておくことをいいます。

▼問い合わせ：尾北医師会　地域ケア協力センター　☎ (95)7027
　　　　　　　月～金曜日（祝日を除く）午前 9時～午後 5時 15 分

「人生会議」で
 あなたの想い、大切な人に届けませんか

　尾北医師会では、「人生会議」紹介動画【聞きたい、伝えたい
～人生会議してみませんか～】、「人生会議」体験動画【ケアマネ
ジャーと一緒に人生会議を体験してみよう】を作成しました。尾
北医師会ホームページからご視聴いただけます。「人生会議」を
知るための冊子【届け！私の想い】【わたしのこと】も配布して
います。尾北医師会ホームページ【「人生会議」ACP始めてみま
せんか】からご覧いただけます。
　11 月 30 日は「人生会議」の日です。あなたと大切な人の笑顔
のために、「人生会議」をしてみませんか。

●聞きたい、伝えたい
　～人生会議してみませんか～

●ケアマネジャーと一緒に
　人生会議を体験してみよう！

※YouTubeに移動します

https://youtu.be/
pM-QWHnvUaM

https://youtu.be/
XmP9dsuxzto

　

役
場
に
お
い
て
、
日
本
年
金
機
構

一
宮
年
金
事
務
所
の
出
張
年
金
相
談

を
実
施
し
ま
す
。
当
日
は
、
一
宮
年

金
事
務
所
の
職
員
が
相
談
を
お
受
け

し
ま
す
。
予
約
方
法
は
次
の
と
お
り

で
す
。

▼
予
約
方
法　

11
月
１
日
（
月
）
か

ら
住
民
課
窓
口
ま
た
は
電
話
で
予
約

を
受
け
付
け
ま
す
。
予
約
の
際
に
相

談
の
予
定
時
間
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
定
員
に
な
り
次
第
、
受
付
を
終

了
し
ま
す
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承

く
だ
さ
い
。
予
約
受
付
時
間
は
、
平

日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

で
す
。

▼
日
時　

11
月
19
日
（
金
）

　
　
　
　

①
午
前
10
時
〜
正
午

　
　
　
　

②
午
後
１
時
〜
３
時

　
　
　
　

※
相
談
時
間
30
分
単
位

▼
場
所　

役
場
２
階　

第
５
会
議
室

▼
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の　

•
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
等
、

　

ご
本
人
様
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で

　

き
る
書
類
。

•
年
金
手
帳
、
年
金
証
書
、
振
込
通
知

　

書
等
、
相
談
内
容
に
関
す
る
書
類
。

※
相
談
者
が
代
理
人
の
場
合
は
、
委

　

任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

出
張
年
金
相
談
を

出
張
年
金
相
談
を

実
施
し
ま
す

実
施
し
ま
す

　
　
　

住
民
課　

内
線
２
４
８

１
階　
　

番
窓
口

●１


